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はじめに

　幼稚園・保育所において一般的に統合保育が行なわれ

るようになっておおよそ30年，最近では障害児を受けい

れて保育している園は相当数にのぼっている．しかも，

子どもの障害も多岐に亘っており，障害児として措置さ

れている場合は，介護の保育者が増員されるが，入園し

たあとに診断を受けた場合などもあり，主として担任保

育者が保育の責任を負っていることが多い．卒業生から

の相談も毎年数件ある．

　また，近年，保育界では保育臨床という表現やカウン

セリングマインド（counseling　mind）という言葉が

使われる．もともとは，園生活で気になる行動をとる子

ども，もちろん障害児をも含めて，その問題を事例とし

て取りあげ，対応を検討するカンファレンスを指した．

したがって，心理臨床の相談対象として保育者や親への

助言を行なう巡回相談を意味していた．

　ところが，保育の本質は，保育者が保育の営みの中で，

一人一人の幼児との間に信頼関係を築き，一人一人の幼

児がどのような感情を持ち，どのような思いを抱き，ど

のように変容，成長していくのかを受けとあて，適切な

援助をするところにある，即ち，保育実践は本来の臨床

の根本精神に合致するのだ，と考えられるようになった．

カウンセリングマインドは全ての保育者の資質として必

要な基本姿勢と考えられるわけである．

　現在，保育者養成はそのほとんどが短期大学で行われ

ているが，専門学校も含めて，2年間の養成期間内で，

統合保育における個々の子どもの保育の方法や内容にま

で触れて授業を展開することは難しい．けれども，保育

の在り方の基本姿勢として，是非理解させておかなけれ

ばならないのもまた確かなことである．

目　　的

　以上述べた問題を前提とし，今回は，幼稚園・保育所

における統合保育の実態を捉え，臨床相談との連携を探

るとともに，短期大学の保育者養成における教育の方法

について調査を行った．その報告ならびに，私の25年間

に亘る東京女子医科大学第2病院小児科での臨床相談や

卒業生からの相談の経験をふまえ，それぞれの連携の在

り方に，いくっかの提言ができればよいと考えた．

方法と対象

1997年6月～8月　アンケートによる調査

①幼稚園・保育所は，それぞれの全国名簿からアトラ

ンダムに，各都道府県から3園ずっ選んだ．ただし，

できるだけ市町村・公立私立が傾らないような配慮を

した．さらに，政令指定都市から2園を加え，保育所

の方は卒業生のいる園1園が加わっている．

　また，ひとっの園で複数以上の障害児を受けいれて

いる場合は，1人ずっ別々に回答をしてもらった．

②短期大学は保育科系の科長宛に，臨床心理学及び障

害児保育の講座担当教員に回答してもらうように依頼

した．したがって，1校2名それぞれに返送された大

学もあって，133名となった．

回答率は表1の通りである．

児童学科　児童文化研究室
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表1　回答率

、 送付数 回答数 回答率　％

幼稚園 143 88 61．5

保育所 144 97 67．4

短期大学 204 122 5秩8

対象園の基本条件

①設置者については表2に示した通り，幼稚園では公

立と私立の比は6：4，保育所の方はほぼ8：2であ

る．

表2　対象園の設置者別数

、
公　　立 私　　立 計

幼稚園 53 35 88

保育所 80 12 92

註5園は記載なく不明

　この割合は，地域によって差があるが，全国平均と

しては標準的であろう．

②園の規模にっいては表3に示した．幼稚園の方が人

数の分布が広く，保育所の方は200人以上のところは

ない．全体的には，公立の園の規模の巾が広いのは当

然である．　　　　　　　　　　・

結果および考察

　（1）統合保育の現状

　①障害児の受け入れ園について

　統合保育を行っている園は，公立幼稚園で56．6％，私

立幼稚園では43．4％．保育所では公立78．8％，私立では

表3　対象園の規模

表4　統合保育を行っている園

幼稚　園 保　育所

公　立 私立 公　立 私立
は　い 5α6％ 65．7％ 78．8％ 83．3％

いいえ 43．4 34．3 21．2 16．7

83．3％となっている．（表4参照）この値は，障害児を

実際に受け入れており，関心が高いためにアンケートに

応じた場合もあると推察されるので，やや高めかもしれ

ない．しかし，多少割引いたとしても幼稚園においては

約半数の園が，保育所では80％が統合保育を行っている

実態は，はっきり示されたといえよう．保育所の場合，

統合保育をしていない理由として，指定園になっていな

いためをあげている園が3園あった．

　親の要求や社会構造の変動，ノーマライゼイションの

思想の展開に応じ，厚生省は1973年，　「障害児保育事業

実施要綱」を，文部省は1974年，私立幼稚園に対し「特

殊教育費補助制度」を発足させた．両省が示した障害児

保育は統合保育形態であった．これが契機となって統合

保育は急に展開をみせた．1980年，日本保育協会がまと

めた「保育所保育の充実と向上を図るための運営体制に

関する調査」によると，1975年の時点で，それまで一桁

であった統合保育をしている園が三桁となっている．今

回の調査で示された統合保育実施園の割合が，1980年か

らほとんど変化せずにきているのは，子どもの絶対数が

減少していることを考えると，統合保育が一般化，定着

化したといってよい．

　また，小学校以上の教育システムが，障害児を分離し

ているのと比べると，ノーマライゼイションの具現化に，

幼　　　稚　　　園 保　　　育　　　園　　　　　　　項目

? 公　　立 私　　立 計 公　　立 私　　立 計

30人　以下 11 0 11 12 0 12

30～　50人 14 0 14 13 4 17

50～　80 9 1 10 30 7 37

80～100 8 4 12 25 3 28

100～130 8 2 10 21 2 23

130～150 2 0 2 2 0 2

150～180 1 1 2 1 1 2

180～200 0 6 6 2 0 2

200～230 5 2 7 0 0 0

230人　以上 2 32 34 0 0 0
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統合保育の実践が役立っていくものと思われる．

　複数以上の障害児を保育している園もあり，2人を受

けいれている園は幼稚園・保育所あわせて28園，これは

今回統合保育を行っている園の15％にあたる．（表5参

照）最も多いのは保育所の5人で，公立であるところか

ら障害児保育指定園であろう．これは質問項目にいれて

なく確認できなかった．幼稚園では私立の方が多く，地

域や親の要求によって，積極的に受けいれていると察せ

られるが，全体的傾向として捉えることには無理があろ

う．

表5　複数の受け入れをしている園

幼稚　園 保　育　園　　項目
l数 公立 私立 計 公立 私立 計

2　　人 5 6 11 14 3 17

3　　人 1 3 4 4 1 5

4　　人 0 1 1 1 0 1

5　　人 0 0 0 1 0 1

　複数以上の受けいれと園の規模には全く関連はみられ

なかった．園の障害児の受けいれに対する姿勢によって

行われていると解釈できる．

　②障害児の年齢と受けいれの形態にっいて

　調査時点での受けいれ障害児の年齢は表6の通り．4

歳が最も多く，5歳，3歳と続く．もちろん保育所では

1歳児，2歳児もいる．

表6　現在うけいれている障害児の年令

幼　稚　園 保　育　所　項目

N令 公　立 私立 公　立 私立
1　歳

一 一
2 0

2　歳
一 一

7 1

3　歳 4 12 19 2

4　歳 19 18 40 8

5　歳 17 11 21 4

6　歳 2 1 3 0

その他 0 0 0 0

　障害児の親が，集団生活をさせたい，入れても何とか

やっていけると考える年齢が，3～4歳であり，この年

齢が多いのはうなずける．保育所の場合は，1歳児から

入所，ほぼ5～6年間の保育所生活となる．保育の内容

や質の問題が問われると共に，親や家族との連携さら

には援助，指導も行われなければならない．

　また，生活年齢に概当するクラスに入れている園は，

幼稚園で94．0％，保育所では80．4％に及んでいる．生活

年齢より低い年齢に入れているのは，幼稚園では4。8％，

保育所では13．1％、フリーでみているところは全くない．

その他には，縦割りのクラスである，生活年齢より高い

年齢のクラスで面倒をみてもらう形をとっている，があ

げられた．

　決まったクラスに所属させ，担任保育者及び介護保育

者の協力で保育が行われているのが大部分である．これ

は望ましい形態であるが，担任保育者が障害児の保育を

介護保育者にまかせきりにせず，介護担当保育者も他の

子どもたちにも目を配り，友だちとの関わりを積極的に

考えていく，っまり，チームティーチングをしっかりす

るとの姿勢をもっことが大切である．

　3歳児の場合，混合保育の実践経験からいうと，4歳

児と同じクラスにするよりも，5歳児とのクラス編成を

したほうが，子どもたちにも保育者にもゆとりが持て，

結果として落ち着いた保育ができる．障害児の年齢や性

格，障害のもっ問題などを考慮して，生活年齢よりも高

い年齢のクラスに籍をおく工夫をしてもよいと思われる．

　（2）相談機関との関わり

　統合保育をしていく上で，保育者や園として相談ので

きる専門機関が存在することは力強い．しかし，現状と

しては，保育者の手さぐりにまかされていたり，先輩の

経験を聞いたりするぐらいであると思われる．そこで，

相談機関とのかかわりをみた．

　①相談機関の有無と機関名

表7　相談・指導をうける機関の有無

幼稚　園 保育所
公　立 私立 公　立 私立

あ　る 97．3％ 98．3％ 98．9％ 100％

な　い 2．7 L7 1．1 0

　相談機関の有無にっいては表7の通りで，ほとんどの

園が“ある”と答えている．ことに保育所の場合は，公

立で98．9％，私立では100％となっている．これは障害

の診断や措置手続あ上からみて当然のことであろう．た

だし，そこでどのような助言，指導が受けられるかが問

題となる．

　相談する機関としてあげられたのは，表8に示したよ

うに，病院が最も多く，っいで，児童相談所，保健所と

なっている．心身障害者センターについては，地域によっ
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表8　相談・指導をうける機関にっいて

阿部　明子

幼稚園 保育所　　設置者

ﾎ象 公立 私立 公立 私立

病　　　　院 13人 17人 25入 4人 20．3％

’嶋障害者センター 4 10 16 6 12．4

保　健　所 7 8 33 1 16．9

児童相談所 8 5 36 4 18．3

教育相談所 15 5 7 2 10．0

そ　の　他 14 6 39 5 22．1

て名称やまた機能が異なるので，その他に記入してある

場合，例えば，母子通所センター，小児療育センター，

小児発達センター，リハビリセンターなどがある．また，

センター自身で障害児の療育を行っているところもあっ

て，12。4％となっているのであろう．

　その他の機関としてあげられるのは，幼稚園・保育所

共通に，聾学校，ことばの教室養護学校，隣保館であっ

た．保育所の場合，役所の障害母子福祉課（係）が直接

相談に当たっている例も数例あった．

　教育相談所については，その管轄から公立幼稚園があ

げている場合が最も多いが，保育所からの相談を受けて

いることも示され，統合保育での協力がなされている証

しがみられた．

　②相談担当者にっいて

表9　相談・指導をうける人にっいて

幼稚　園 保育所　　設置者

ﾎ象 公立 私立 公立 私立

医　　　　師 10人 19人 32人 10人 26．6％

看　護　婦 0 0 2 0 0．7

保健婦・保健士 14 9 33 4 22．5

臨床心理士 12 6 42 3 23．6

大学などの教員 6 5 8 0 7．1

そ　の　他 13 5 24 5 17．6

不　　　　明 0 1 4 0 1．9

　相談機関との関連で，相談にのってもらう担当者にっ

いても医師が最も多く26。6％を占めている．っいで臨床

心理士23．6％，保健婦・保健士となっている．（表9参

照）大学などの教員は思ったよりも少なく7．1％に過ぎ

ない．これはあとで述べるが，実際は相当相談に当たっ

ている．しかし，それは保育者個人との関わりであって，

園としての，っまり公の相談としてはあげられないもの

と考えられる．

　その他としては，聾学校・養護学校の教員，言語療法

士，理学療法士，ケースワーカー，保母，指導員などが

あげられていた．なお，相談員との表記の場合，役所な

ど特定できる場合を除き，臨床心理士として計上した．

記入していないものを不明として記したが，担当相談者

の職種が確かめにくい場合もあるものと思われる．

　③相談の回数と形態

　相談の形態については，巡回相談や個々のケースの療

育担当者が，園を訪問して指導，助言に当たっている場

合は，幼稚園38．9％，保育所51．8％となっており，保育

所の方が巡回指導の対象として行政側からも支援されて

いるといえよう．これは障害児，ひいては障害者の教育

を含んだ福祉に対する施策の表れ方，また，保健所の地

域における保健センター，精神保健に対する活動の方向

性によって，地域差が示される．また，幼稚園の場合，

行政担当は教育の部署となり，福祉担当部署との連携が

とりにくい状況にある．幼稚園として，幼稚園教諭とし

て，より積極的な相談業務への働きかけをする必要があ

ろう．

　相談機関の方へこちらから出向いて指導，助言を受け

ているのは，幼稚園61．6％，保育所48。2％となっている．

この場合は病院が主となっており，しかも，母親が子ど

もを連れて治療及び診療を受け，保育にっいての指導を

聞いてくることがほとんどで，保育者が直接指導，助言

を受けていることは少ない，私の25年の病院における臨

床相談の経験の中でも，保育者が家族と共にいらしたの

は4～5例にすぎない．養護施設の場合は，親代りとし

て施設の職員が必ず付添ってくるが，保育所の場合は勤

務体制上，幼稚園ではさらに教員の数からいっても難し

い．その点からも巡回相談の充実が望まれるのである．

さらに，統合保育は，本来，実際に保育の場における子

どもの状態をみて，友だちとの関係も含めて指導，助言

が行われてこそ，その成果があるものと考えられる．

　現在の相談機関の職員数や体制がまだ余裕がなく，短

時間，長くても1時間という制約の中で，相談機関に出

向いてもらう形をとって㍉｝るのも止むを得まい．せめて

相談担当者と保育者が直接連絡がとれるシステムが作ら

れることが望まれる．

　相談回数にっいては，推察していたよりもばらつきが

大きく，週1回から年1回まであり，その間に，月1回，

年3回というところが多いが，突出しているとはいい難
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い．不定期との回答も実数として，幼稚園8，保育所8

となっている．巡回相談も月1回と定期的に行われてい

る場合と要請に応じてと不定期に近いものまであって一

定の結果は得られなかった．

　週1回の相談は，ことばの教室，母子通所センター，

病院とうなずける回答もあったが，必ずしも確定できな

い．障害の状態によって，治療や専門のリハビリテーシ

ョンが行われている領域があることが示されている．

　そういった領域を除いては，一人一人の子どもの可能

性を生かしていく保育が望ましいことは十分理解してい

ても，適切な助言，指導に支えられている場合は少ない．

ことに，障害をもった幼児にっいては，まだまだ保育者

の手探りによっていることが多く，相談機関との連携が

さらにすすむようなお互いの努力が必要だと思う．

　（3）保育者養成短期大学における指導

　それでは，保育者養成の場でどのように統合保育，あ

るいは障害児保育にっいて指導が行われているのだろう

か．もちろん，保育の原理や保育内容に関する科目でも，

統合保育の理念や保育の実際について教授されているだ

ろうが，今回は，最初に記したように，臨床心理学およ

び障害児保育の担当教員に依頼した．131名の回答のう

ち，数名が科長または保育実習担当者が記入されていた．

　率直に，まだ後期開講なので担当教員が決まっていな

い，科目として置いていないとの回答もあり，短期大学

の養成期間，カリキュラムの過密，就職との関連など，

また，科目担当教員を得にくい，専門教員力沙ないなど，

短期大学の抱えている問題がかいまみえた．

①卒業生からの相談の有無

　卒業生から，「問題をもった子どもの保育にっいて相

談をうけたことがあるか」との問いに対しては，あると

答えた方が71．0％，ないのは38．0％であった．

　このように，卒業生から相談があった，と教員側とし

ては捉えているが，保育者あるいは園としての立場から

の回答では，表9に示した通り7．1％となっていた．私

自身も担当教科は異なるが，毎年卒業生から数件，時に

は10件におよぶ相談をうける．電話が多いが，実際には

子どもを観察することはできないから，半分は卒業生，

っまり保育者の気持ちの安定と相談機関の紹介，半分は

障害の，同時に保育をする上での問題の整理となる．も

ちろん，相当の負担になることも事実である．

　しかしながら，これは，卒業生個人と教員との信頼関

係に基くものであって，前にも考察したように，園とし

ての公的な相談としての数値には含まれないことが多い．

ここでも，数字上のギャップが表れたことは，さらに細

かい分析を必要としているが，保育者と相談者との連携

への糸口となろう．

　②相談の場所と学生の参加

　担当教員が，大学または研究室で，障害児の育児や教

育についての相談をうけているかどうか，さらに，学生

にその場を触れさせているかどうかを問うた．

表10相談をうけている場所

場　　　所 実数 割　合

相談機関をもっている 23 26．7％

研究室 30 35．0

附属幼稚園 14 16．2

本務の場 19 22．1

その他 0 0

　実際に相談に当たっているのは全体の71．0％，その場

所の内訳は表10に示した．大学として相談機関を持って

いるのは26．7％，研究室で時に応じてやっている場合が

30．0％となっている．附属幼稚園で相談を行っている場

合が16．2％あり，保育者養成大学がもっている附属校と

の連携が生かされる大きな特徴となっている．本務の場

においてというのは，大学が非常勤としての勤務である

ことを示している．この場合，確認の質問をしていない

が，臨床相談機関が本務であることも多く，障害児にっ

いては医師が担当している所もまた多い．

　自由記述のところで，まだ今回はじめての担当で，ど

う授業内容を設定するのが，最も保育者養成として望ま

しいのか悩んでいるとの回答が6～7件あり，担当教員

の移動なども結構あり，今後の課題となる．

　大学で相談をうけている場合，学生に見学をさせてい

るのは，22．0％，補助的に参加させているのは，24．4％

となっている．相談は学生のためにやっているものでは

ない．あくまでも，クライアントのものであるから，プ

ライバシーの問題もあり，学生の参加は当然難しい．

しかし守秘の件を含めて，相談の場に触れさせておくこ

とも必要ではなかろうか．この接点をどうとっていくの

かが考えられていくべきであろう．ことに，大学として

相談機関をもっているところでは工夫をしてほしい．た

だ，今回は短期大学（4年制大学との併設が含まれる）

での調査であったので，4年制大学での状況は違ってい

るかもしれない．
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まとめ

　今回は，全体を概観することが中心となったが，次の

点が確認された．

　1．幼稚園においては約50％，保育所においては約80

％の園で統合保育が行われており，着実に統合保育が実

践されていること．ことに，保育所の障害児の保育に対

する役割の大きいことが示された．

　ただし，公的に認定されていない障害児も含まれてお

り，園や保育者の積極的な善意にまかされている部分が

あるのも見逃せない．

　2．相談機関としては，措置手続，経過観察の上で児

童相談所，診断などの関係で病院が主にあげられている．

指導助言の内容までは把握できなかったが，地域の療

育センターが整備されており，連絡がとれるところでは

統合保育の成果があがっているとの記述が多かった．

　3．保育者養成における臨床相談との関わりは，もち

ろん教員の勤務条件や専門分野によって異なるが，教員

個人として工夫する形になっている．大学としての相談

機関をもっている場合も連携の在り方はまちまちで，質

問項目としてあげた，附属幼稚園との連携のほうがより，

実際に結ばれていた．

　また，通常考えられる問題点も全てあげられていた．

統合保育の理念にっいては，ほぼ理解をしており，統合

保育の実践に意欲的である．ただし，幼稚園の中に，養

護学校に障害児のためのクラスを作るべきだとの意見を

述べられてあるのが2園あった．考察のところでも述べ

たが，学校教育を中心に分離して教育すべきだとの考え

方が，まだまだあることを知らされる．保育観，ひいて

は教育観の違いをどう埋めていくかが，保育者養成大学

の教員に課された課題であろう．

　統合保育の効果，成果に関しては，障害児のみならず，

健常児や保育者も共に育ち合っていくことが述べられ，

ことに，やさしさやことばの豊かさがあげられている．

なかには，それまで無関心であったのが，1人の障害児

の入園で，相談機関を探し，よい医師と巡り合って，園

全体が統合保育によって得たものが非常に大きかったと

書いてくださった方もあった．

　もちろん，全てがうまくいくとは限らない．問題点と

して最もあげられたのは，やはり，相談機関や行政との

連携がとれず，適切な指導，助言がうけられないこと，

そして，保育所の場合，ボーダーラインの子どもの処置，

親の希望で障害児としての認定がとれない，入園してか

ら診断を受けたなどの理由で，障害児を受けいれていて

も，保母の加配が申請できず，通常保育の人数で保育し

なければならないこと．また，現在の規定では，中程度

の障害をもった子ども4人に対して，保母1人の加配

（地方自治体によっては3人に対して）一であるが，障害

によっては，とくに多動の場合など，到底対応できなV．

せめて2人に1人か，1対1の加配がほしいとの切実な

訴えも数多くあった．

　保育者の問題としては，障害児や統合保育にっいての

学習の機会が少ないこと，障害児の親と健常児の親との

コミュニケーションのとり方や親に対して障害の認識を

どう与えるのかなどがあげられていた．中には，積極的

に療育センターなどに働きかけ，勉強会をもったので安

定して保育にあたることができたとの回答もあり，保育

者側の努力によって一歩ずつでも改善できる例も示され

た．

　また，健常児に障害児のことをどのように伝えて友だ

ち関係を結ばせたらよいかなど，具体的な方策の悩みも

寄せられている．

　今後の課題として，さらにあげられた問題点の分析を

行い，それらの問題の改善に具体的な示唆を与えられる

ような方向に研究をすすめていきたい．
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